
営―1 

 

平成30年度補償業務管理士検定試験問題 

 

 

 

試験開始時刻前に、開いてはいけません｡ 

（注意）この試験問題の解答は、電子計算機で処理しますので、以下の解答作成要領をよく読んで、別

紙の解答用紙に記入してください。 

 解 答 作 成 要 領  

１．配布される書類 

配布される書類は、「試験問題（この印刷物）１部」及び「解答用紙１枚」です。もし、配布に間

違いがあったら、すぐ手をあげて、係員に知らせてください。 

２．試験問題 

⑴ 試験問題は、表紙も含めて22頁（問題数は、40問）を１部につづったものです。試験開始後、

試験問題を開いて、紙数が足りないもの、印刷がはっきりしないもの等があったら、手をあげて、

係員に知らせてください。 

⑵ 試験問題は試験終了まで試験室に在室した方に限り、試験問題の持ち帰りを認めます｡ 

３．解答作成の時間 

15時から17時までの2時間です。終了時間がきたら解答をやめ、係員の指示に従ってください。 

４．解答用紙の記入方法 

⑴ 解答は、この問題には記入せず、必ず別紙の解答用紙（1枚）に記入してください。 

⑵ 解答用紙には、受験地（該当する

受験地名のマーク欄の     印を黒

く塗り潰してください。）、氏名、受

験番号〔５桁〕（算用数字で縦に記入

し、該当数字の     も黒く塗り潰し

てください。）を忘れずに記入してく

ださい。 

⑶ 解答用紙への記入は、必ず B 又は

HB の黒鉛筆を用いて、濃く書いてく

ださい。ボールペン、インキ、色鉛

筆等を使った場合は無効になります。 

 

 

⑷ 解答用紙には、必要な文字、数字及び     を黒く塗り潰す以外は一切記入しないでください。 

⑸ 解答は、右上の例のように、各問題に対し、正しいと思う選択肢の番号一つを選び、その下の

専 門 科 目 

営業・特殊 

受験地  
受 験 
番 号  氏 名  
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枠内を黒く塗り潰してください。これ以外の記入法は無効になります。 

⑹ 解答は、各問について一つだけです。 

二つ以上を黒く塗り潰した場合は、無効になります。 

⑺ 解答を訂正する場合には、間違えた個所を消しゴムで、跡が残らないように、きれいに消して

ください。消した跡が残ったり、   や   のような訂正は無効になります。 

５．退室について 

⑴ 試験開始後、１時間を経過するまでと試験終了前30分間は、退室が許されません。 

⑵ 途中で退室する際は、試験問題、解答用紙及び受験票を全部係員に提出してください。そのと

き各自の携行品を全部持って行き、試験問題等を提出したら、そのまま静かに退室してください。

退室後、再び試験場に入ることは許されません。 

６．その他 

⑴ 受験票は、机上の見やすいところに置いてください。 

⑵ 受験中は、鉛筆（黒－B 又は HB）、消しゴム及び定規のみの使用に限ります。したがって、電

卓等の計算機器類等の使用は一切できません。 

⑶ 試験問題を写したり又は試験問題及び解答用紙を持ち出してはいけません。 

⑷ 試験問題の内容についての質問には応じられません。また、試験中は、受験者の間で話し合っ

てはいけません。 

⑸ トイレなどのときは、手をあげて係員の指示を受けてください。なお、試験室内は禁煙です。 

⑹ 受験に際し不正があった場合は、受験を停止されます。 

⑺ この問題の表紙にも受験地、受験番号及び氏名を忘れずに記入してください。 

⑻ 携帯電話の電源はお切りください。 
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《営業補償・特殊補償概説》 

問１ 「公共用地の取得に伴う損失補償基準」（昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連

基準」という。）及び「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」（昭和38年３月７日用地対策連

絡会決定。以下「用対連細則」という。）における営業補償等に関する次の記述のうち、妥当でな

いものはどれか。 

 

１ 営業補償は、合理的な移転先及び移転工法と密接な関係があり、有形的、機能的及び法制的

観点から検討された移転先及び移転方法に即した適切な営業上の損失を見積もり、補償総額で

の経済的観点からの検討を加え最も合理的な補償をする必要がある。 

２ 営業補償で対象とする損失は、公共事業が施行されなかったら当然そこで得ていたであろう

通常の営業活動により得ていた利益に対する損失であり、事業の施行により通常生ずる損失と

いえる。 

３ 営業補償における「営業」とは、対価を得て、反復・継続して行う資産の譲渡等及び役務の

提供であり、農業及び漁業を含む。 

４ 営業補償の類型は、「営業廃止の補償」、「営業休止等の補償」、「営業規模縮小の補償」の３つ

の類型に分類される。 

 

《簿記概説》 

問２ 簿記の目的に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 複式簿記の原理は、貸借平均の原理、仕訳、転記、試算表、精算表、財務諸表等で構成され

ている。 

２ 複式簿記を利用することによって、企業統制、不正な支出の監査、監視機能等の内部管理、

経営・利益計画の立案に役立つ。 

３ コンピュータを利用することによって、複式簿記の考え方は不要になり、取引に関連する領

収書や請求書をコンピュータに読み込ませることによって、財務諸表等が自動的に作成される。 

４ 複式簿記の原則により作成された貸借対照表や損益計算書等を利用することによって、補償

業務では、取得する建物・機械等の資産の取得価格や期末簿価を参考に補償額を算定すること

ができ、損益計算書を参考に営業補償の補償額を算定することができる。 
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問３ 複式簿記による取引の仕訳に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 借入金を預金で返済した取引は、（借方）資産の預金が増加し、（貸方）負債の借入金が増加

した取引である。 

２ 事務所を増設したため、事務用コピー・FAX 機（120万円）を購入し、小切手で60万円を振

出し支払、残額を未払とした取引は、（借方）資産の備品が増加し、（貸方）（諸口）資産の預貯

金が減少、負債の未払金が増加した取引として処理した。 

３ 原価10万円の商品を、15万円で販売し、代金は掛とした取引は、（借方）負債の買掛金が増加

し、（貸方）（諸口）資産の商品が減少、収益の商品売買益が増加した取引である。 

４ 従業員の給与の振込の取引は、（借方）資産の預貯金が増加と（貸方）費用の給料が増加した

取引である。 

 

問４ 事業者の決算に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 個人の事業者の決算では、原則として、１月１日から12月31日を事業期間として決算をする

が、税務署に届出をすると事業期間を自由に設定できる。 

２ 法人の事業者の決算では、定款や法人の規則で定めた事業年度の末日における貸借対照表の

作成と事業年度の期間中の損益を収益の実現主義と費用の発生主義により整理する処理作業を

行う。 

３ 決算事務では、棚卸により、預貯金、有価証券等保有または管理している資産、負債につい

て内容を確認するが、このうち、売掛金、買掛金については、その期末残高を取引先より確認

する作業がある。 

４ 決算事務の具体的な作業として、例えば、費用・収益の項目では、未払金、未収金の計上、

繰延・見越しの整理、減価償却資産の当期分の原価償却費の計上等の作業がある。 
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《会計・財務諸表概説》 

問５ 企業会計原則（昭和24年７月９日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告）の一般原則

には７つあり、さらに企業会計原則注解（昭和29年７月14日大蔵省企業会計審議会）では、重要

性の原則が規定されている。これらの原則に則った会計処理に関する次の記述のうち、妥当でな

いものはどれか。 

 

１ 企業の財政に大きく不利な影響を及ぼすような災害やリスクがあっても、当該事業年度中に

発生していない場合は、これを決算に組み入れ、注記で記載することは必要ない。 

２ 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならな

い。 

３ 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の

財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成さ

れたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。 

４ 性質や金額の大小からみて重要性が乏しいと判断される場合には、厳密な会計処理や表示の

方法によらず、事務上の経済性を優先させた簡便な方法を採用することができる。例えば、消

耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについては、その買入

時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。 

 

問６ 中小企業の会計に関する指針（平成17年８月１日日本税理士会連合会ほか）において規定する

貸借対照表に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 有価証券の分類は、保有目的等の観点から、①売買目的有価証券、②満期保有目的の債券、

③子会社株式及び関連会社株式、④その他有価証券の４つに分類し、会計処理する。 

２ 有形固定資産及び無形固定資産の減損について、固定資産について予測することができない

減損が生じたとき又は減損損失を認識すべきときは、その時の取得原価から相当の減額をしな

ければならない。 

３ 試験研究費用等処理として、新製品の試験的製作又は新技術の研究等のために特別に支出し

た金額、新技術の採用のうち研究開発目的のために導入する技術、特許等に係る技術導入費及

び特許権使用に関する頭金等や新製品の開発費用は、全て繰延資産として貸借対照表の資産の

有形固定資産の部に計上しなければならない。 

４ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース取引開始時の会計処理について、当該

リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常

の賃貸借契約に係る方法に準じて会計処理を行うことができ、この場合は、重要性がないリー

ス取引として省略できるものを除き、未経過リース料を注記する。 
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問７ その他の財務書類に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 「株主資本等変動計算書」とは、貸借対照表の純資産の部の各項目の期首残高と期中の増減の

変動要因、期末残高の過程を明らかにする計算書である。 

２ 「附属明細書」について、会社計算規則（平成18年法務省令第13号）では、各事業年度に係る

株式会社の計算書類に係る附属明細書には、①有形固定資産及び無形固定資産の明細、②引当

金の明細、③販売費及び一般管理費の明細、④同規則第112条第１項ただし書の規定により省略

した事項があるときは、当該事項（一定の株式会社を除く。）を表示するほか、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な事項の表示を義務づ

けている。 

３ 「注記表」は、財務諸表本体の記載内容に関連する重要事項について、財務諸表とは別の箇所

に言葉や数値で記載した表である。具体的には、①継続企業の前提に関する注記、②重要な会

計方針の注記、③個々の財務諸表に関連する注記、④１株あたりの利益、⑤重要な後発的事象

の注記がある。 

４ 「キャッシュ・フロー計算書」は、企業の一会計期間中の収入、支出についての増減を表した

計算書であるが、内容的には損益計算書と同じである。 

 

《営業調査の実務》 

問８ 営業補償の調査における関係法令等の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 物流配送センターの営業に関する許認可等の手続きを確認するため、道路運送車両法（昭和

26年法律第185号）、倉庫業法（昭和31年法律第121号）並びに当該法律に係る政省令及び関連す

る基準等の調査が重要である。 

２ 液化石油ガスの充填工場の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、高圧ガス保安法

（昭和26年法律第204号）、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42

年法律第149号）並びに当該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。 

３ 自動車整備工場の営業に関する許認可等の手続きを確認するため、道路運送車両法並びに当

該法律に係る政省令及び関連する基準等の調査が重要である。 

４ ゲームセンターの営業に関する許認可等の手続きを確認するため、風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）並びに当該法律に係る政省令及び関連する

基準等の調査が重要である。 
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問９ 営業補償の調査における「会計書類に関する調査」に関する次の記述のうち、妥当でないもの

はどれか。 

１ 仮営業所を設置して営業を継続する補償において着目すべき重要な資料は、「周辺地域の仮営

業期間中に必要とされる店舗等について適当とする建物の有無に関する資料」及び「仮営業所

の適地の有無及び地代、建設費又は仮設組立建物のリース料等に関する資料」である。 

２ 営業規模縮小の補償の「解雇する従業員に対する離職者補償」の補償において着目すべき重

要な書類は、「直近６ヶ月の賃金台帳」及び「解雇又は退職に関する労働協約、就業規則、その

他の雇用契約に関する資料」である。 

３ 営業廃止の補償の「営業権の補償」の補償において着目すべき重要な資料は、「近傍同種の営

業の権利等の取引事例に関する資料」及び「対象となる営業権が他から有償で譲り受けた場合

又は合併により取得した場合における当該取得に関する資料」である。 

４ 営業廃止の補償の「商品、仕掛品、原材料等の流動資産の売却損の補償」の補償において着

目すべき重要な資料は、「減価償却に関する明細書（固定資産台帳）」及び「償却資産課税台帳」

である。 

 

問10 「会計書類に関する調査」において、被補償者の協力が得られず十分な資料を収集できない場

合に、起業者が知り得る範囲での算定を必要とする場合に行う「実地の調査」に関する次の記述

のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ ファミリーレストランの実地調査において基本的な調査項目は、「１人当たり消費額及び１日

平均客数」、「店舗面積」、「週別、月別、季節別入客変動状況」、「従業員の雇用形態」、「他の店

舗の有無」である。 

２ 歯科診療所の実地調査において基本的な調査項目は、「１人当たり治療費及び１日平均受診者

数」、「診療所面積」、「社会保険診療と普通診療の数及び割合」、「他の店舗の有無」である。 

３ パチンコ店の実地調査において基本的な調査項目は、「１人当たり消費額及び１日平均客数」、

「店舗面積」、「遊戯器具の台数」、「貸玉等料金」、「従業員の雇用形態」、「他の店舗の有無」、「景

品による利益」である。 

４ ガソリンスタンドの実地調査において基本的な調査項目は、「１人当たり消費額及び１日平均

客数」、「仕入先別、得意先別の額」、「固定客の率」、「店舗面積」、「営業時間」、「販売料金」、「週

別、月別、季節別入客変動状況」、「部品・カーアクセサリー等の販売、法定点検・整備による

売上高」、「従業員の雇用形態」、「他の店舗の有無」であり、残地に構内移転できる場合は、計

量器をノンスペース工法にする可能性について調査する。 
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問11 補償コンサルタントが営業調査を行っている際、被補償者（企業の担当者）から受けた質問に

対する補償コンサルタント（以下、この設問において「コンサル」という。）として答えた次の

応答のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 被補償者：私はもう50年もこの金物店を経営している。今年で75歳になる。この歳では移転

先で営業を続けることはできないので、営業廃止の補償をしてもらえない限り資

料の提供を拒否する。 

コンサル：営業廃止の補償を検討するためにも営業内容をしっかりと把握する必要がありま

す。そのためには確定申告書等の決算書類の確認は必要です。何卒よろしくお願

いします。 

２ 被補償者：営業資料は企業秘密に該当する資料なので提供できない。 

コンサル：営業資料は営業補償の算定根拠となります。これを頂かないと営業補償の算定が

できません。物件の移転料の補償のみでよろしいということですね。 

３ 被補償者：私の工場は大手メーカーに部品を納入しており、休むことができない。営業休止

をしないような補償をしてもらいたいので、あなたが言う営業休止の補償を算定

するための資料を提供することはできない。 

コンサル：仮設の工場を設置して営業を継続する場合や営業を継続したままで移転するよう

な移転工法等を検討するためにも営業内容をしっかりと把握する必要があります。

そのためには確定申告書等の決算書類の確認は必要です。何卒よろしくお願いし

ます。 

４ 被補償者：倉庫を探してみたが直近の第15期の決算書類一式がどうしても見つからない。そ

の前の期の第14期の決算書類一式があるのでそちらを提供する。 

コンサル：わざわざ倉庫まで探していただき誠にありがとうございます。これ以上ご負担を

かけるわけにはまいりませんので、第14期の決算書類を営業補償の算定根拠とい

たします。 
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問12 複数の配送センターを有する企業の本社及び配送センターの一つが支障となった場合の営業

休止の補償の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

【条件】 

・企業はＡ、Ｂ、Ｃの３つの配送センターを有し、本社はＡ配送センター内にある。 

・支障となる物件は本社及びＡ配送センターであり、構外再築工法（営業休止期間7日間）が認定

されている。 

・Ａ配送センターが移転している間においてもＢ配送センター及びＣ配送センターは通常営業が

可能となるよう、移転工法・移転方法において措置がなされる。（Ｂ配送センター及びＣ配送セ

ンターに係る本社機能は営業を継続する。） 

・合計残高試算表より、本社において売上及び売上原価は発生していない。 

 

１ Ｂ配送センター及びＣ配送センターの損益については、合計残高試算表より、Ｂ配送センタ

ー及びＣ配送センターの合算損益と、Ａ配送センターの損益を合算した損益が決算報告書の損

益と一致することを確認したため、Ｂ配送センター及びＣ配送センターの総勘定元帳の収集は

行わなかった。 

２ Ａ配送センターの売上原価は、Ａ配送センターで単独で発生している売上原価をＡ配送セン

ターの総勘定元帳及び合計残高試算表より確認し採用した。 

３ Ａ配送センターの販売費及び一般管理費は、Ａ配送センターに単独で発生している販売費及

び一般管理費に、本社（取締役、総務・管理部門、営業部門等）において発生している販売費

及び一般管理費の全額を加算して求められた数値を認定した。 

４ Ａ配送センターの営業外収益については、Ａ配送センターに単独で発生している営業外収益

に、本社（取締役、総務・管理部門、営業部門等）において発生している販売費及び一般管理

費のうちＡ配送センターに配分すべきものを個別に抽出し配分及び加算して求められた数値を

認定した。 
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《営業補償額算定の実務》 

問13 収益額の認定を行う場合の営業外収益及び営業外費用（いずれも「特別損益」を含む。）の取扱

いに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 支払利息及び手形割引料は、常に費用とする。 

２ 固定資産の売却益は、臨時的・偶発的な収益である場合は、収益額の認定においては考慮外

とする。 

３ 借家権償却費は、借家のため過去に支出した費用を期間配分したもので、当期に支出が生じ

たものではないので、費用としない。 

４ 有価証券利息や受取配当金は、営業の休止期間中も収入として入ってくるので、収益額の認

定において考慮する必要はない。 

 

問14 得意先喪失の補償額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 得意先喪失の補償額は、次の算定式で算定される。 

得意先喪失補償額 ＝ 従前の１か月の売上高 × 売上減少率 × 限界利益率 

２ 「従前の１か月の売上高」は、年間の売上高を12か月で除したものである。なお、認定収益額

の計算に際し、雑収入等の営業外収益を加算している場合は、必ず、これを考慮しなければな

らない。 

３ 「売上減少率」は、用対連細則第27で定める別表第８「売上減少率表」で、業種別に構外移転、

構内移転に区分し、さらにそれぞれ短期休業、長期休業別に定められている。なお、この定め

られた率は、１か月の売上高を100としたものに対する率である。 

４ 「限界利益率」とは、売上高に占める「固定費 ＋ 変動費」の割合である。 

 

問15 固定的経費の補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 「固定的経費」とは、営業体の操業度や売上げの多寡にかかわらず、支出が必要なすべての費

用をいう。 

２ 有形固定資産の減価償却費は、原則として、全額を固定的経費とするが、休業期間中に解体

され、存在しない有形固定資産の減価償却費相当額は、固定的経費としない。 

３ 地方税のうち、自動車税、固定資産税及び都市計画税は、すべて固定的経費として補償でき

る。 

４ 健康保険、厚生年金、雇用保険及び労災保険のうち、雇用主が負担する経費は法定福利費と

いわれ、休止期間中も負担が必要な経費であることから、固定的経費として補償できる。 
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問16 従業員に対する休業補償において、休業手当相当額を算定する際に減額し、又は補償しない場

合として妥当でないものは、次のうちどれか。 

 

１ 家族従業員であって、その賃金を自家労働評価額として必要経費に算入したとき 

２ 従業員が一時限りの臨時に雇用されているとき 

３ 営業所の休止に関係なく、外業に従事できるとき 

４ 同一経営者に属する営業所が他にあり、そこで従事できるとき 

 

問17 以下の損益計算書の空欄の（  ）内に入る金額の組合せとして妥当なものは、次の１から４

のうちどれか。 

 

①総売上高    50,000,000円 

②期首棚卸高   5,000,000円 

③当期仕入高 （       円） 

④期末棚卸高   4,000,000円 

⑤売上原価  （      円） 

⑥売上総利益    3,000,000円 

 

１ ③当期仕入高  43,000,000円 

  ⑤売上原価   44,000,000円 

２ ③当期仕入高  44,000,000円 

  ⑤売上原価   45,000,000円 

３ ③当期仕入高  45,000,000円 

  ⑤売上原価   46,000,000円 

４ ③当期仕入高  46,000,000円 

  ⑤売上原価   47,000,000円 
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問18 営業休止補償の補償項目に固定的経費の補償があるが、この補償に関する次の記述のうち、妥

当でないものはどれか。 

 

１ 登録免許税は、登記、登録、免許等について課税されるもので、そのときの必要に応じ支出

される費用であることから、固定的経費としない取扱いとされている。 

２ 都道府県民税及び市町村民税は、いずれの税も収益課税であるため、収益額の認定において

費用としないことから、固定的経費として補償する必要はない。 

３ 電気、ガス、水道の基本料金は、休業中も契約を継続することが通常と考えられることから、

固定的経費として補償するのが原則である。ただし、休業期間が長期にわたり、不要と判断さ

れる場合には、固定経費としない。 

４ 保守料については、企業が所有する機器等の保守点検等のため休業期間中も継続的に支出さ

れる費用については、固定的経費とするが、修繕費（軽微な費用の支出をいう。）については、

休業期間中は営業しないため、機械等の修理をする必要がないことから、固定的経費としない

取扱いとされている。 

 

問19 仮営業所を設置して営業を継続する補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 仮営業所の設置に要する費用は、仮営業を営むために通常必要とされる規模及び設備を有す

るものに必要な費用とし、その方法は、仮営業所を建設する場合と借り上げる場合がある。 

２ 仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、仮営業所を設置して営業を

継続する補償の額が営業休止する場合の補償額以下であるときは、公益性のない営業であって

も、仮営業所を設置して営業を継続する補償を行うことができる。 

３ 仮営業所を借り上げる場合の補償額は、仮営業所の賃貸料相当額（必要となる一時金を含む。）

に仮営業所の賃貸に通常必要とする費用を加えた額である。 

４ 仮営業所を設置して営業を継続する補償は、従前の得意先を喪失することなく、従前と同様

の収益が確保できる場所及び仮営業所の規模等を前提条件として補償されるので、仮に収益が

減少してもその損失の補償は不要である。 
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問20 用対連細則第27で定める別表第８「売上減少率表」に関する次の記述のうち、妥当でないもの

はどれか。 

 

１ 売上減少率表は、業種別の分類ごとに売上減少率を定めているが、本表を直ちに適用できな

い業種については、最も近似する業種を認定し、当該業種の売上減少率を適用する。 

２ 売上減少率表で区分する「長期休業」とは、機械設備等の移設が生じるため、長期の休業を

伴う場合などを想定したものであるが、この「長期休業」の具体的な月数等は、用対連細則で

は定められていない。 

３ 補償の対象となる事業者について、その地域性又は知名度等により売上減少率表により難い

場合は、実情により適正に売上減少率を補正し、適用することができる。 

４ 売上減少率表において、小売業は、「飲料食品、日用品、雑貨等の最寄り品を主として販売す

る小売業等とコンビニエンスストア等」、「衣料品、身の回り品等の買回品を主として販売する

小売業等とガソンリンスタンド等」及び「家具、電気製品等の専門品を主として販売する小売

業」の区分ごとに売上減少率が定められており、移転内容と休業期間が同じであれば、後者ほ

どその値は小さく設定されている。 

 

問21 営業補償に関する講義において、講師の質問に対する受講生の次の応答のうち、妥当なものは

どれか。 

 

１ 講師：Ａ君。営業を休止する場合の補償の補償項目を全て挙げて下さい。 

Ａ君：はい。先生。営業を休止する場合の補償における補償項目は、収益減収の補償、得意

先喪失の補償、固定的経費の補償、従業員に対する休業補償及び移転広告費です。 

２ 講師：Ｂ君。得意先喪失の補償は、どのような場合に補償できますか。 

Ｂ君：はい。得意先喪失の補償は、一時的に得意先を喪失し、売上高が減少することにより

想定される損失に対し補償するものなので、店舗等の移転に伴うものに限られます。 

３ 講師：Ｃ君。収益減の補償とは、具体的にはどのような補償ですか。 

Ｃ君：はい。先生。収益減の補償とは、仮に休業期間中も従前の営業を継続していたとした

場合、得られたであろう収益に対し補償するものです。具体的には、休業期間中に見

込まれる売上高から一般管理費及び販売費を控除した額を収益相当額として補償しま

す。 

４ 講師：Ｄ君。営業休止期間の認定は、どのように行うのですか。 

Ｄ君：はい。営業の休止期間の認定は、用対連細則第27第１項で、別表第４（建物移転工法

別補償期間表）による期間に前後の準備期間を加えた期間を標準とする旨が規定され

ています。実務上は、個々の事案ごと、合理的と認定された移転工法において、想定

される移転作業に従って、移転工期・工程表を作成し、休止期間を認定しています。 
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問22 営業休止の補償と消費税（地方消費税を含む。以下同じ。）に関する次の記述のうち、妥当なも

のはどれか。 

 

１ 営業休止の補償のうち、収益減の補償、得意先喪失の補償は、資産の譲渡等の対価に該当し

ないので、消費税を負担する必要はないが、移転広告費の補償は、資産の譲渡等の対価に該当

するので、消費税の課税対象となる。 

２ 消費税込みの決算方式の事業者の営業休止の補償を算定する場合、消費税抜きの決算書を作

成し、認定収益額を求めることとしているが、これは、前期等に購入した事業用資産の減価償

却費の計算において、減価償却費に消費税を含んで計算することから、その分損金が多くなり、

結果、当期の利益が多くなる等のためである。 

３ 免税事業者で課税事業者を選択していない事業者の場合、消費税の納税義務がないことから、

税込みで決算書類を作成するのが一般的と考えられる。この場合の認定収益額の算定は、補償

の適正化を図るため、一般課税事業者と同様、税抜きの決算書を作成し算定する。 

４ 税込み方式を採用している事業者の営業休止の補償のうち、休業（人件費）補償については、

消費税相当額を考慮する。 

 

問23 損益計算書について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 損益計算書は、当該事業者の１会計期間における営業活動の成果（収益（売上）、費用及び利

益（赤字の場合は損失））を総括した一覧表で、正規の簿記による帳票記録から作成されるもの

で、営業補償を算定する基本となるものである。 

２ 「当期純利益」は、１会計期間の営業活動の最終の成果を金銭で表したもので、株主配当や貸

借対照表の純資産の部に蓄積される原資となるものである。 

３ 「売上総利益」とは、売上高から売上原価及び販売費及び一般管理費を控除したものである。 

４ 「営業外収益」は、事業者の本業の営業活動による収益以外の金融活動などによる収益を表示

するもので、受取利息や受取配当金及び雑収入などである。 
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問24 営業補償と密接に関係する次の各用語の説明について、労働基準法（昭和22年法律第49号）で

規定する内容として妥当でないものは、次のうちどれか。 

 

１ 解雇の予告：使用者は、労働者を解雇しようとする場合、一定の場合を除き、少なくとも30

日前にその予告をしなければない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以

上の平均賃金を支払わなければならない。 

２ 休業手当 ：使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間

中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならな

い。 

３ 記録の保存：使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働

関係に関する重要な書類を３年間保存しなければならない。 

４ 平均賃金 ：この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前６箇月間に

その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額を

いう。 

 

問25 営業廃止の補償の要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 自転車預り業は、一般的には他の場所においても営業を継続することが可能であるが、駅前

の特定の場所でのみ営業が可能であり、同等な場所が同一地域内又は他の駅前にない場合は、

営業廃止の補償の対象となる。 

２ 特定地に密着して営業していることに意義があり、当該土地を離れるとその意義が失われる

こと（従前と同様の売上が獲得できなくなる等）が、客観的に明らかな有名店であり、当該土

地において妥当な移転先がない場合は、営業廃止の補償の対象となる。 

３ 料亭、待合、個室付浴場業（ソープランド）は、許可された特定地域内でのみ営業が可能で

ある場合は、事業用地を取得する等に当たっての支障の程度に関わらず、営業廃止の補償の対

象となる。 

４ ダム事業で、水没する集落の住民を専らの顧客としている小売店が、集団移転先とは異なる

場所へ移転することとなり、従来の経営形態、資本力等では営業の継続が特に困難と認められ

る場合は、営業廃止の補償の対象となる。 
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問26 営業廃止の補償の補償項目のうち、営業権の内容や補償方法等を説明した次の記述のうち、妥

当でないものはどれか。 

 

１ 営業権とは、通常、暖簾や老舗などと呼ばれている企業財産の一種で、企業のもつ営業上の

収益力が他の同業種の平均的な収益力に比較して超過している場合、その超過している部分を

生む原因となっている一種の無体財産権である。 

２ 営業権は、法律上の特権を包含されていることもあるが、それ全体としては法律で認められ

た権利ではなく、「事実に基づく財産」といわれるもので、商号権等法律で保護されている権利

と異なり、商取引上の事実関係としての価値を有するものである。 

３ 営業権が市場で取引されていない場合、すなわち営業権の取引事例がない場合は、過去３か

年の平均売上額から企業者報酬額及び自己資本利子見積額を控除して求めた超過利潤額を還元

利回り（８パーセント）で還元して営業権に対する補償額を求める。 

４ 営業権が市場で取引されている場合の営業権に対する補償額は、近傍又は同種の営業権の取

引価格を基準とし、これらの権利及び補償の対象となる権利について、営業の立地条件、収益

性その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量し算定する。 

 

問27 営業規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 営業規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下すると認められる場合は、縮小部分に相当す

る従前の収益又は所得相当額の２年分以内で適当と認められる額を補償する。 

２ 営業規模縮小の補償に当たっては、縮小後の売上高が損益分岐点売上高以上を確保できるか、

すなわち、営業を継続できる最低限の規模が確保できるかについて検討するのが通常である。 

３ 営業規模の縮小に伴い、従前に比べて資本及び労働に過剰遊休化が生ずることが明らかな場

合は、営業規模縮小の補償の対象となる。 

４ 建物等の規模を縮小したため、売場面積、テーブル等の施設が減少することが客観的に明ら

かな場合は、営業規模縮小の補償を行う。 
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問28 営業規模縮小の補償の補償内容等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 労働の過剰遊休化による損失の補償は、「（従業員手当相当額 × 縮小率 － 解雇する従業員

の従業員手当相当額）× 補償期間」で算定されるが、この場合の補償期間は、１年の範囲で適

正に定めた期間である。 

２ 解雇する従業員に対する離職者補償は、「賃金日額 × 補償日数 － 雇用保険相当額」で算定

されるが、この場合の賃金日額は、算定時前６か月以内に被補償者に支払われた賃金の総額を

その期間の総日数で除した額の80パーセントを標準とし算定した額である。 

３ 資本の過剰遊休化による損失の補償は、「（固定的経費 × 縮小率 － 売却する資産に対する

固定的経費）× 補償期間」で算定されるが、この場合の補償期間は、実態を十分に調査の上、

必要に応じて専門家の意見を求め判断し、決定する。 

４ 営業規模の縮小に伴い不要となる固定資産については、売却等することに伴う損失を補償す

ることとなるが、現実に売却可能な機械装置等の損失額は、「現在価格 － 売却価格」で算定さ

れた額で、現在価格の50パーセントを標準とするとされている。 

 

《漁業権等補償の実務》 

問29 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 個人経営で営まれている漁業の廃止補償の場合、転業に通常必要とする期間は２年を限度と

し、転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額を補償するものとされている。 

２ 河川や海域で営まれている漁業は、その操業場所が国民の共有財産である公共水面であるこ

とから、公の利益を実現する公共事業の実施により制約を受けたとしても補償を要求すること

はできない。 

３ 魚道を設置できない堤高のある大きなダムが建設されると、その上流域では天然アユの海か

らの遡上が不可能となって漁獲量が減少することとなるが、その減少分をアユ種苗の放流量を

増加させることにより復元可能である場合には、復元に要する費用相当額が収益還元方式によ

り算定した漁業権等の制限補償額と漁業休止の補償額及び漁業規模縮小の補償額の合計額を上

回る場合であっても、復元に要する費用相当額を補償することができる。 

４ 許可漁業は、一般に禁止されている漁業について、行政庁が特定の者に対して禁止事項の解

除を行う法律行為であるが、ある一定の漁場において反復継続して営まれていることなど、当

該漁業の利益が社会通念上権利と認められる程度にまで成熟しているものでなければ、必ずし

も漁業補償の対象とはならない。 
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問30 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 農林水産統計に記載されている河川等内水面の漁獲数量には、遊漁者の漁獲数量も含まれて

おり、補償算定の基礎となる漁獲数量には、遊漁者による漁獲数量も含める必要がある。 

２ 個人の漁業経営における漁業経営費を算定する場合の「自家労働費」は、水上での漁場まで

の移動、漁労行為等に要した時間に加え、陸上での漁具の補修、漁船の修繕等に費やした時間

も加えて、当該地域の漁業雇用労賃、農業労賃等を勘案した時間単価を乗じて算定する。 

３ 漁業補償額算定の基礎となる漁獲数量は、評価時前３か年ないし５か年間の平均（豊凶の著

しい年を除く。）魚種別漁獲数量（漁業法第129条に規定する遊漁規則に基づく漁獲分を除く。）

とされている。 

４ 漁獲物の中には、生鮮のままでは市場に出荷することが困難で、生鮮の状態での市場価格が

存在しない場合もある。このような場合には、市場へ出荷するための必要最小限の加工（しら

す干し、のりすき等）をしたものを魚価とすることができる。 

 

問31 火力発電所の新設に伴う周辺海域の水温の変化により、「のり養殖」に損害等が生ずる場合の補

償額の算定に用いられる「制限期間年数」の設定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１  ５年を限度とする。 

２ 12.5年を限度とする。 

３  30年を限度とする。 

４  40年を限度とする。 

 

問32 「うに漁業」の漁場のすべてが埋め立てられることになった場合において、以下の条件下で漁

業権等の消滅に係る補償額として正しいものはどれか。 

 

【条件】 

漁獲量        10トン ※平均漁獲数量 

魚 価      8,000円/kg ※販売手数料控除後 

所得率        75％ 

純収益率       50％ 

 

１  500,000,000円 

２  750,000,000円 

３  800,000,000円 

４ 1,000,000,000円 
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《鉱業権、租鉱権、採石権補償の実務》 

問33 鉱業権、租鉱権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 鉱業原簿は、経済産業局に備えられており、登記に代わるものとして鉱業権の設定、変更、

消滅、移転、抵当権の設定及び処分の制限等の登録をしなければ、その効力は生じない。 

２ 鉱業権は、土地所有権とは併存し得る権利であり、仮に起業者が土地を取得しても、鉱業権

を取得したことにはならず、消滅もしない。 

３ 採掘権は、一定の鉱区において鉱物を採掘し、又は取得するために認められた権利であり、

存続期間は登録の日から２年とされている。 

４ 租鉱権は、相続その他の一般承継の目的となるが、権利の目的となることはできず、譲渡、

抵当権設定の目的ともなり得ず、強制執行、滞納処分の客体にはならない。 

 

問34 採石権に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 採石権は、物権とし、地上権に関する規定（民法（明治29年法律第89号）第269条の２の規定

を除く。）が準用される。 

２ 採石権は、その内容が地上権又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、地上権

者又は永小作権者の承諾を得なくてもその土地に設定することができる。 

３ 採石権の変動は、意思表示による場合が最も多く、変動の効果は当事者間において効力が生

ずるが、登記をしなければ第三者に対抗する効力は有しない。 

４ 土地所有者等が採石権の設定や土地の譲渡に同意しない場合、資源の有効利用を図る必要性

等から、採石法（昭和25年法律第291号）は、採石権の強制設定の途を開いている。 

 

問35 採石権の消滅に係る補償において、近傍同種の取引事例がない場合の補償額の算定方法に関す

る次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 開抗後予定収益を生ずるまでに期間のある場合における鉱業権は、ホスコルドの公式を用い

て算定する。 

２ 探鉱中の鉱山又は未着手の鉱山であって、鉱量が不明であり、かつ、将来の収益が不確定の

ものにおける鉱業権の場合は、ホスコルドの変形式を用いて算定する。 

３ 未着手のまま据置期間のある場合の鉱山の鉱業権は、ホスコルドの変形式を用いて算定する。 

４ 操業している鉱山の鉱業権の場合は、現在までに費やした投下経費を算定する。 
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問36 採石権の消滅補償、制限に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 

 

１ 原石採取場の一部を用地取得する場合の採石権の評価方法は、当該採取場に係る全体の評価

額を算定し、その算定額を用地取得率により採石権消滅補償額と残採石権補償額とに配分する。 

２ 異なる土地所有者の原石採取場の採石権の消滅補償の評価方法は、同一採石権者に係る採取

場の採石権全体の損失額を算定し、土地所有者ごとの採石場の採取不可能原石量の割合を乗じ

て算定する等が考えられる。 

３ 採石権の制限の内容には、当該事業の施行中等一定の期間を制限するものと、当該事業の終

了後の将来にわたっても制限するものとがある。 

４ 採石権が設定されている土地に対する補償額の算定に当たっては、採石権の存在による減額

を行うべきとされている。 

 

《農業、立毛、養殖物等の補償の実務》 

問37 農業廃止の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 土地等の取得等に伴い通常農業の継続が不能となると認められる場合において、従業員の解

雇に関しては、事業主に対して退職手当補償を行い、解雇する従業員に対して離職者補償を行

う。 

２ 転業に通常必要とする期間中の従前の所得相当額（法人の場合は従前の収益相当額）は、農

業粗収入から農業経営費を控除したものであり、この農業経営費には自家労働の評価額と自己

資本利子見積額も含まれる。 

３ 畜舎やサイロ等の農業用建物や工作物の売却損の損失額は、「再建設費÷耐用年数×残存年数

－売却価格」で算定する。 

４ 農業用固定資産の対象となる動物は、牛馬（乳牛、和牛、馬）と牛馬以外の動物（豚、鶏、

めん羊、やぎ等）であり、昆虫類の蜜蜂は対象とならない。 
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問38 農業休止の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 農業休止の補償の対象となるのは、固定的な経費等と所得減（法人の場合は収益減）であり、

農業廃止の補償や農業の経営規模縮小の補償で行われる離職者補償は対象とならない。 

２  土地の使用に伴う農業休止の補償においては、農業休止期間中の固定的経費の補償における

公租公課等と、土地の使用料積算に含まれる公租公課等は、補償項目が違うので重複して補償

することとなる。 

３ 農業休止期間が長期にわたり農業休止の補償額が農業廃止の補償額を超えたとしても、農業

の休止を妥当として認定しているため、算定した農業休止の補償額により補償することとなる。 

４ 農業休止期間中に他の所得を得られることが予想される場合は、所得減（法人の場合は収益

減）の補償を行う必要はない。 

 

問39 農業の経営規模縮小の補償及び農業補償の特例に関する次の記述のうち、妥当でないものはど

れか。 

 

１ 農業の経営規模縮小の補償は、資本及び労働の過剰遊休化による損失と、経営効率の低下に

よる損失を補償するものである。 

２ 農業の経営規模縮小に伴う資本の遊休化による損失が認められる場合の補償額は、経営規模

別固定資本額の差額に対応する売却損相当額と、経営規模別流動資本額の差額に対応する売却

損相当額を標準として算定する。 

３ 取得又は使用しようとする当該土地の正常な取引価格に、農業補償に相当するものの全部又

は一部が含まれていると認められる場合であっても、農業補償の全部を補償することができる

のが、農業補償の特例である。 

４ 取得又は使用しようとする当該土地の正常な取引価格に、農業補償に相当するものの全部又

は一部が含まれているか否かの認定は、当該土地の正常な取引価格から農地として利用して得

られる平均純収益を資本還元した収益価格を差し引いた額と農業補償額とを比較して判断する。 
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問40 立毛補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

 

１ 取得又は使用する土地に農作物の立毛があるときは、当該立毛の粗収入見込額から当該土地

の引渡時以後に通常投下される農業経営費を控除した額を補償する。この場合、当該立毛が市

場価格を有していても、必ずしも売却するとは限らないので、処分価格を控除の対象とする必

要はない。 

２ 取得又は使用する土地に農作物の立毛がない場合でも、農作物を作付けするためにすでに投

下した費用があれば、種苗費、肥料費、耕耘、整地その他の労働費（自家労働の評価額を含ま

ない）等の経費を補償する。 

３ 立毛補償の対象となる農作物は稲と麦等であり、野菜は対象とならない。 

４ 立毛補償の算定で用いる「粗収入見込額」は、豊凶の著しい年を除き、当該立毛作物の評価

時前３年間の平均収穫量を当該作物の生産者価格に乗じて得た額と副産物の価額との合計額で

ある。 
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